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第一章  総  論 

第１節 機構（組織）の概要 

１ 保健所事務分掌 

保健総務課 

  (1) 地域保健事業の企画、立案及び調査研究に関すること。 

  (2) 健康危機管理の総括に関すること。 

  (3) 新型インフルエンザ対策に関すること。 

  (4) 食育推進計画の総括に関すること。 

  (5) 大津市保健所運営協議会に関すること。 

  (6) 保健衛生統計調査に関すること。 

  (7) 特定給食施設の指導に関すること。 

  (8) 専門的栄養指導に関すること。 

   (9) 地域医療に関すること。 

   (10)  地域リハビリテーションの支援に関すること。 

  (11) 献血に関すること。 

  (12) 地域の保健医療に係る各種団体への補助に関すること。 

  (13) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。 

  (14) 公印の保管に関すること。 

  (15) 庁舎の維持管理に関すること。 

  (16) 公用車の管理に関すること。 

  (17) 医療機関の監視に関すること。  

 (18) 病院、診療所及び助産所の許可及び届出に関すること。  

 (19) 医療安全に関すること。 

 (20) 衛生検査所に関すること。 

 (21) 医療従事者の免許に関すること。 

 (22) 医療統計に関すること。 

 (23) 医療機能情報に関すること。 

 (24) 救急医療に関すること。 

 (25) あん摩マッサージ指圧師等の届出等に関すること。 

  (26) 医薬品等の販売等の許可及び監視指導に関すること。 

  (27) 毒物劇物販売等の登録及び監視指導に関すること。 

  (28) 麻薬及び向精神薬免許申請等に関すること。 

  (29) 課の庶務に関すること。 
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衛生課 

  (1) 興行場、旅館、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所及び遊泳用プールの衛生に

関すること。 

  (2) 温泉の利用に関すること。 

  (3) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。 

  (4) 水道事業の衛生及び飲用井戸の衛生指導に関すること。 

  (5) 健康危機管理に関すること。 

  (6) 関係団体の指導に関すること。 

  (7) 衛生関係功労者等の表彰に関すること。 

  (8) 環境衛生の教育及び啓発に関すること。 

  (9) 衛生営業施設総合管理システムの管理運営に関すること。 

  (10) 公衆浴場運営補助金に関すること。 

  (11) 衛生害虫の相談に関すること。 

  (12) 課の庶務に関すること。 

 (13) 食品衛生関係施設の営業許可及び届出並びに監視指導に関すること。 

 (14) 食品衛生監視指導計画の策定に関すること。 

 (15) 食中毒の予防及び調査並びに不良食品の調査に関すること。 

 (16)  HACCP 及びセーフードしが（S-HACCP）関係施設の指導に関すること。 

 (17) 食鳥処理の事業及びふぐの取扱いの規制に関すること。 

 (18) と畜場及び化製場等に関すること。 

 (19) BSE 対策特別措置法に関すること。 

 (20) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 

 (21) 食品安全情報の提供に関すること。 

  (22) 食品衛生講習会に関すること。 

  (23) 食品衛生教育及び啓発に関すること。 

 (24) 食品等の試験検査に関すること。 

 (25) 環境（大気汚染、水質汚濁、悪臭等）の試験検査に関すること。 

 (27) 試験検査結果の信頼性確保に関すること。 

 

動物愛護センター 

  (1) 動物の愛護及び管理に関すること。 

  (2) 動物取扱業の登録に関すること。 

  (3) 特定動物の飼養許可に関すること。 

  (4) 狂犬病の予防に関すること。 

  (5) 飼い犬の登録に関すること。 

(6) 化製場等(動物飼養・収容施設に限る)に関すること。 

  (7) 県動物保護管理センターとの連絡調整に関すること。 

  (8) 防疫に係る消毒に関すること。 
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保健予防課 

(1) 健康危機管理に関すること。 

(2)  感染症対策に関すること。 

(3)  感染症発生動向調査に関すること。 

(4)  結核予防対策に関すること。 

(5) 特定感染症の検査に関すること。 

(6) 肝炎治療特別促進事業に関すること。 

(7) 予防接種に関すること。 

(8) 特定疾患治療研究事業に関すること。 

(9) 難病支援に関すること。 

(10)  難病関係団体の指導に関すること。 

(11)  精神保健福祉相談に関すること。 

(12)  家族会支援に関すること。 

(13)  思春期・ひきこもり家族支援に関すること。 

(14)  精神障害者の地域移行支援に関すること。 

(15)  精神保健福祉ボランティア育成に関すること。 

(16)  自殺対策に関すること。 

(17)  原子爆弾被爆者の援護に関すること。 

(18)  アスベスト救済法に関すること。 

(19)  課の庶務に関すること。 

 

健康推進課 

 (1) 保健衛生思想の普及、調査及び研究に関すること。 

  (2) 成人及び老人保健施策の企画、調査及び研究に関すること。 

  (3) 成人及び老人保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること｡ 

  (4) 生活習慣病の予防に関すること。 

  (5) 健康教育に関すること。 

  (6) 健康増進思想の普及及び啓発に関すること。 

  (7) 健康づくり教室事業に関すること。 

  (8) トレーニングルーム及び健康運動教室に関すること。 

  (9) 介護保険法（平成９年法律第123 号）に基づく地域支援事業（老人保健施策に関するも

のに限る。）に関すること。 

  (10) 保健所運営協議会専門部会の庶務に関すること。 

（11） 総合保健システムに関すること。 

（12） 公印の保管に関すること。 

（13） 課の庶務に関すること。 

  (14) 母子保健施策の企画、調査及び研究に関すること。 

  (15) 母子保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。 

  (16) 母子保健事業に関すること。 

  (17) 歯科保健に関すること。 

  (18) 児童福祉法に基づく疾病により長期療養を必要とする児童に対する事業に関すること。 
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  (19) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に基づく特定健康診査及び特

定保健指導に関すること。 

  (20) 健康増進法（平成14年法律第103号）に基づく医療等以外の保健事業に関すること。 

(21) 健康増進及び女性健診事業に関すること。 

  (22) 各種健診の事後指導に関すること。 

  (23) 消化器がん検診検討委員会の庶務に関すること。 

  (24) 保健事業に係る補助金に関すること。 

 

すこやか相談所  

(1) 保健施策の企画、調査及び研究に関すること 

  (2) 保健事業の実施に関すること。 

  (3) 保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。 
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２ 保健所組織図（平成 24 年 4 月 1 日現在） 

 

 

                         174 人（内正規職員 120 人（保健所長・次長 計 2 人を含む）） 

 

                           14 人（正規職員 14 人） 

                             （課長 1 人含む） 

                           6 人（正規職員） 

  

                           7 人（正規職員） 

 

                          21 人（正規職員 20 人 臨時職員 1 人） 

                              (課長 1 人含む) 

                            4 人（正規職員） 

 

                            7 人（正規職員） 

 

                            8 人（正規職員） 

 

7 人（正規職員） 

    

                                          38 人（正規職員 16 人 嘱託職員 18 人 臨時職員 4 人）             

                                              （課長・参事 計 2 人含む） 

                                                     6 人（正規職員） 

 

                           8 人（正規職員）  

                      

52 人（正規職員 29 人 嘱託職員 13 人 臨時職員 10 人）    

（課長・参事・課長補佐・専門員 計 4 人含む） 

                                                     3 人（正規職員） 

                                                   

                           9 人（正規職員） 

 

                           6 人（正規職員） 

 

                           7 人（正規職員） 

 

                            

 

                     40 人（正規職員 32 人 臨時職員 8 人） 

 

                      健康推進課職員兼務   

 

※臨時職員には、産休・育休代替を含む 

 

企画総務グループ 

医事薬事グループ 

生活衛生グループ 

試験検査グループ 

食品衛生グループ 

保 健 総 務 課 

衛 生 課 

保 健 予 防 課 

健 康 推 進 課 

動 物 愛 護 セ ン タ ー 

感染症対策グループ 

精神・難病グループ 

保健所 

管 理 グ ル ー プ 

乳幼児健診グループ 

母 性 保 健 グ ル ー プ 

健診保健指導グループ 

す こ や か 相 談 所 

総合保健センター 



 - 6 - 

３ 職種別職員構成 

                             平成 24 年 4月 1 日現在（単位：人） 
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職 

現

業

職 

所 長 
1 

(1) 

1 

(1) 
             

次 長 1             1  

課 長 1             1  

企画総務 G 6    1      1   4  

保
健
総
務
課 医事薬事 G 7   2 1   1 1     2  

小計 14   2 2   1 1  1   7  

課 長 1   1            

生活衛生 G 4   2          2  

食品衛生 G 
7 

(1) 
 1 

6 

(1) 
           

試験検査 G 
8 

(1) 
 1 2      

2 

(1) 
  3   

 

衛  
 

生  
 

課 

動物愛護ｾﾝﾀｰ 
7 

(1) 
 

3 

(1) 
          1 3 

小計 
27 

(3) 
 

5 

(1) 

11 

(1) 
     

2 

(1) 
  3 3 3 

課長・参事 
2 

(1) 
1   

1 

(1) 
          

感染症対策 G 6    3 1        2  

 

保
健
予
防
課 精神・難病 G 8    6         2  

小計 
16 

(1) 
1   

10 

(1) 
1        4  

課長・参事・

課長補佐・専

門員 

4 1   1         2  

管理 G 3             3  

乳幼児健診 G 9    1  2    2 4    

母性保健 G 6    5         1  

健診保健指導 G 7    5 1        1  

健
康
推
進
課 

すこやか相談所 
32 

(1) 
   

32 

(1) 
          

小計 
61 

(1) 
1   

44 
(1) 

1 2    2 4  7  

合   計 
120 

(6) 

3 

(1) 

5 

(1) 

13 

(1) 

56 

(2) 
2 2 1 1 

2 

(1) 
3 4 3 22 3 

※（ ）は、うち県派遣職員数 
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４ 委員会等 

（１）大津市保健所運営協議会 

平成 21 年 4 月 1 日、大津市が中核市への移行により保健所政令市となったことに伴い、これまでの

大津市保健対策協議会を発展的に解消し、平成 21年度から「大津市保健所運営協議会」を設置してい

る。この協議会は、地域保健法及び大津市保健所条例に基づき、大津市民の生涯にわたる健康の保持及

び増進、並びに公衆衛生の向上に関する総合的な施策の推進を図るため、本市における地域保健及び保

健所の運営に関する事項を審議する機関として設置したものであり、地域保健施策を推進するに当たり、

医療及び福祉との連携を図り、総合的、一体的に推進するため、保健・衛生・医療機関及び団体、福祉

団体、市民団体、関係行政機関等の代表者及び公募により選ばれた市民から構成されている。 

 

機構、組織（平成 21 年 7月 1 日設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設置目的） 

① 地域住民の意見を反映した保健所業務を行う。 

② 保健所が地域保健対策の中心的機関として企画及び調整等の機能を果たすとともに、医療・福祉

との連携やライフサイクルを通した包括的な健康づくりという視点から関係機関と連携して、地域

保健対策を総合的に推進する。 

③ 保健所業務の発展を期するため、関係者・関係機関等に対する理解を深めるとともに、地域の健

康問題への関心を高める。 

 

構成員所属 （15 名：平成 23年 7月 1日現在） 

  １．大津赤十字病院 

  ２．大津市医師会 

  ３．大津市歯科医師会 

  ４．大津市薬剤師会 

  ５．大津市自治連合会 

  ６．大津市地域女性団体連合会 

  ７．大津市社会福祉協議会 

  ８．大津市老人クラブ連合会 

  ９．大津市健康推進連絡協議会 

 １０．大津市民生委員児童委員協議会連合会 

 １１．滋賀県食品衛生協会大津支部 

 １２．大津警察署 

 １３．大津北警察署 

 １４．公募委員（2 名） 

  

 

大津市保健所運営協議会（15名） 

成人保健専門部会（8 名） 母子保健専門部会（8 名） 
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第２節 事業概要 

１ 保健総務課 

（単位：千円） 

平成 23 年度 平成 24 年度  

決算額 
左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

事業概要説明（平成 24 年度） 

1．衛生統計調査

事 業 
1,403 国 1,403 2,160 国 2,160 

厚生労働省において、政策の企画及び立案

に必要な資料を得るために実施する保健衛

生に関する各種調査について、保健所が国の

委託を受けて実施する。 

2．総合保健対策

事 業  

8,857 

国

県

諸 

272 

638 

37 

12,249 

国

県

諸 

1,891 

549 

36 

①総合保健対策事業費    10,031 千円 

 地域・職域における健康づくりを進めるた

めの連携会議の開催や献血事業に取り組む

ほか、大規模地震や原子力災害に備えた非常

用発電装置と身体表面のスクリーニング用

放射線測定器を整備する。また、看護師確保

を図るため、市内看護師養成学校への支援を

継続する。 

②食環境整備事業費        2,218 千円 

 「大津市食育推進計画」の進捗管理及び
啓発を行う。特定給食施設及び多数給食
施設において栄養管理が適切に行われる
よう、施設に対する計画的な栄養指導を行
う。 
 また、国民の健康増進の総合的な推進を
図るための基礎資料を得ることを目的とし
て実施される国民健康・栄養調査につい
て、国の委託を受けて実施する。 

3．地域医療確保

支 援 事 業 

156,681 県 18,385 55,268 県 18,610 

①地域医療推進事業      2,021 千円 

 地域医療の一端を担う在宅医療の環境整

備を図るため、地域リハビリテーション支援

体制整備事業を進めるとともに、市医師会及

び関係病院等と連携し、脳卒中及び糖尿病に

ついて、地域連携クリティカルパスの普及推

進を図る。また医療福祉、在宅看取りを推進

するため、関係者会議を設けて「医療福祉ビ

ジョン」の策定に取り組む。 

②医療確保対策事業     53,247 千円 

 休日、夜間の専門的な治療に対応する救急

医療機関（後方医療機関）の確保、小児救急

医療体制の確保及び本市北部地域の医療確

保を図るため、医療機関に対して財政支援を

行うとともに、休日救急歯科診療を確保する

ため、市歯科医師会への財政支援を行う。 

4．医務薬務等 

指 導 事 業 

967 
使

諸 

919 

48 
1,123 

使 

諸 

1,073 

50 

医療法、薬事法、毒物劇物取締法等に基づ

く許可及び届出に関する事務を行うととも

に、医療機関や医薬品、毒物劇物等の製造・

販売・管理を行う事業者に対し立入検査や監

視指導を行う。また、医療安全、医療資源の

有効活用に関する啓発、相談事業を行う。 

１．医療監視事業費   629 千円 

２．薬事指導事業費   397 千円 

３．毒物劇物指導事業費 97 千円 

合 計 167,908 

国 

県 

使 

諸 

1,675 

19,023 

919 

85 

70,800 

国 

県 

使 

諸 

4,051 

19,159 

1,073 

86 
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２ 衛生課 

（単位：千円） 

平成 23 年度 平成 24 年度  

決算額 
左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

事業概要説明（平成 24 年度） 

1．生 活 衛 生 

  事 業 

3,186 使 363 5,018 使 664 

 興行場法、旅館業法、公衆浴場法、理容師

法、美容師法、クリーニング業法、建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律、温泉

法及び滋賀県遊泳用プール条例に基づく営

業施設の許可及び届出事務並びに施設等に

対する計画的な監視指導（立入検査等）業務

を実施する。 

2．食 品 衛 生 

 事 業 

1,658 使 1,481 2,282 使 2,037 

 食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食

鳥検査に関する法律、滋賀県ふぐの取扱の規

制に関する条例に基づく食品衛生関係施設

の許可及び届出事務並びに施設等に対する

計画的な監視指導（立入検査等）業務を実施

する。 

3．検 査 事 業 

89,055 国 27 88,625 国 25 

 食品衛生法に基づく規格又は基準等の適

否をチェックするため流通食品等の衛生検

査、食中毒や感染症等の原因を究明し拡大防

止を図るための衛生検査を実施する。 

 また、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等

に基づく基準等の適否をチェックするため

工場排水、排ガス等の環境検査を実施する。 

4．動 物 愛 護 

 管 理 事 業 
17,743 使 1,695 19,578 使 660 

 動物の愛護及び管理に関する法律等に基

づく許可及び届出事務並びに監視指導業務、

犬、猫の引き取り、保護等に関する業務を実

施する。 

5．狂 犬 病 

予 防 事 業 8,778 使 8,778 7,376 使 7,376 
 狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射及

び飼犬登録事務等の業務を実施する。 

6．公衆浴場運 

営補助事業 
12,057 県 2,505 11,857 県 2,032 

 地域住民にとって保健衛生上欠くことの

できない公衆浴場の経営安定と自立を図る

ため、その実施した事業等に対して補助金を

交付する。 

7．防疫衛生事業 
16   340   

 市防災計画に基づき災害時等及び感染症

発生時に防疫作業を実施する。 

合 計 132,493 

国 

県 

使 

27 

2,505 

12,317 

135,076 

国 

県 

使 

25 

2,032 

10,737 
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３ 保健予防課                       （単位：千円） 

平成 23 年度 平成 24 年度  

決算額 
左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

事業概要説明（平成 24 年度） 

1．感染症予防 

事 業 2,622 
国 

 

1,092 

 
2,785 

国 

 

1,091 

 

 感染症の流行予測のため発生動向調査を実施

する。また、感染症発生時は疫学調査、消毒、

保健指導を実施し二次感染の予防に努める。 

2．特定感染予防

対 策 事 業 

2,670 

国 

県 

 

1,077 

19 

 

2,306 

国 

県 

 

1,069 

20 

 

 エイズ予防対策として、啓発・ＨＩＶ検査・

相談を実施し、性病予防対策として梅毒検査を

実施する。また、薬害肝炎問題の対応としてウ

イルス性肝炎検査の実施、肝炎治療特別促進事

業の申請窓口事務を実施する。 

3．結核予防対策

事 業 

5,854 
国 

 

697 

 
5,474 

国 

 

696 

 

 結核の早期発見、蔓延予防及び患者の適正医

療の確保のため、感染症診査協議会の運営、接

触者健康診断、患者管理検診、服薬および療養

支援、私立学校等健康診断費補助事業を実施す

る。 

4．感染症医療費

負 担 事 業 
12,697 

国 

 

6,896 

 
10,971 

国 

 

7,973 

 

 感染症患者の医療費について、適正な医療の

普及を図るため、入院の場合は医療に要する費

用を、また通院の場合は必要な医療経費の 95％

に相当する額を公費負担する。 

5．予防接種事業  

906,029 

県 

諸 

 

215,996 

36 

 

821,320 

県 

諸 

 

188,152 

36 

 

 感染のおそれがある疾病の発生及び蔓延を予

防するため予防接種法による予防接種を実施す

る。（ポリオ、麻しん、風しん、三種混合（Ｄ

ＰＴ）、ＢＣＧ、日本脳炎、ジフテリア・破傷

風、インフルエンザ（高齢者））また、任意予

防接種の公費負担を実施する。（ヒブ、小児用

肺炎球菌、子宮頸がん） 

6．難病患者地域

支援対策推進 

事 業  1,253 
国 

 

802 

 
1,680 

国 

 

840 

 

 難病患者に対する適切な在宅療養支援が行わ

れるよう、訪問相談事業、医療・介護関係者と

のチーム支援体制の構築、在宅療養における課

題を検討する会議の開催、支援従事者を対象と

する研修会を開催する。 

7．特定疾患治療

研 究 事 業  
373 県 373 466 県 466 

 原因が不明で、治療法が確立していない難病

のうち厚生労働省が指定した 56 疾患について、

医療費の公費負担申請窓口事務を実施する。 

8．精神保健福祉

事 業 
5,197 

県 

 

2,862 

 
5,017 

県 

 

2,470 

 

 精神障害者が、住みなれた地域で安心して暮

らせるよう相談・支援体制の充実と、医療・保

健・福祉関係者のチーム支援体制の充実に努め

る。 

9．健康被害対策

事 業 

89 

県 

諸 

 

13 

5 

 

89 

県 

諸 

 

13 

2 

 

① 被爆者対策事業 

 「原子爆弾被害者に対する援護に関する法律」

に基づく医療費の給付、各種手当の支給に関す

る申請窓口事務、健康診断、原爆二世に対する

健診案内、訪問介護費用の公費負担申請窓口事

務を実施する。 

② アスベスト対策事業 

 アスベストによる健康被害を受けられた方、

または、その遺族の方で、労働災害の対象とな

らない方に対して支給される救済給付の受付事

務を実施する。 

合 計 936,784 

国 

県 

諸 

 

10,564 

219,263 

41 

 

850,108 

国 

県 

諸 

 

11,669 

191,121 

38 
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４ 健康推進課 

（単位：千円） 

平成 23 年度 平成 24 年度  

決算額 
左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

事業概要説明（平成 24 年度） 

1．結核検診事業 

1,536  － 1,875  － 

結核の早期発見を図るため、市民を対象

に検診車等により住民結核検診を実施す

る。 

2．総合保健セン

ター運営事業 

540,523 

県 

使

諸 

490 

2,766 

699 

524,031 
県 

諸 

536 

577 

総合保健センターは医療機関としての役

割を果たすとともに、｢生涯健康都市大津」

をめざし市民の健康保持・増進を図り、も

って保健サービスの一層の充実を図る。 

１．人件費（61 人）     413,097 千円 

２．健康推進事業費      1,830 千円 

３．総合保健センター運営事業費 

               89,777 千円 

４．総合保健システム事業費 

               13,921 千円 

５．健康行政推進事業費    5,406 千円 

3．健診事業 

5,033 
県 

使 

31 

5,002 
3,879 使 2,092 

健康増進コースは平成２３年度で廃止。

疾病の早期発見、予防及び健康を維持増進

させることを目的として、女性健診コース

を実施する。 

4．健康づくり 

教 室 事 業  
13,832 使 13,832 2,343   

民間委託によるトレーニングルーム及び

健康運動教室を実施する。 

5．食育推進事業  

736 諸 82 954 諸 170 

大津市食育推進計画に基づき市民が食育

に関心をもち、地域の中で積極的に食育の

取組を行うことができるように事業を企画

し、実施する。 

6．乳幼児健診 

事 業 

27,538 
使

諸 

3,417 

109 
29,519 

使 

諸 

3,381 

423 

乳幼児に対し、心身の健康管理について

の適切な指導を行うとともに、心身障害及

び各種疾病や虐待等の支援の必要性を早期

に発見して、早期対応や治療に結びつける

ことを目的として実施する。 

7．未熟児養育医

療費給付事業  15,906 
国 

諸 

6,388 

3,152 
14,238 

国 

諸 

5,490 

3,240 

母子保健法に基づき、医療が必要な未熟

児に対して養育に必要な医療の給付を実施

する。 

8.小児慢性特定

疾患治療費 

助 成 事 業 82,088 国 38,987 78,380 国 38,960 

児童福祉法に基づき慢性疾患により長期

にわたり療養を必要とする児童等の健全な

育成を図るため、当該疾患の治療方法に関

する研究等に資する医療の給付を実施す

る。 

9.給付事務事業 
2,022 

国 

諸 

1,032 

118 
2,453 

国 

諸 

525 

129 

未熟児養育医療費給付事業と小児慢性特

定疾患治療費助成事業の事務費 

10.妊 婦 健 診 

事 業 
188,637 

県 

諸 

39,168 

7 
288,264 県 77,840 

妊婦の健康管理の充実と経済的負担軽減

を図るため、公費負担制度を実施している。

平成 24 年度は基本受診券 14 枚、検査受診

券 10 枚を交付している。 

11.不 妊 治 療 

事 業 
60,049 国 24,659 55,450 国 24,080 

次世代の育成を図ること、並びに少子化

対策の一環として、一般不妊治療・特定不

妊治療による経済的負担に対して助成制度

を実施している。 

12.母 性 保 健 

事 業 

5,598 

国 

県 

諸 

2,328 

954 

84 

4,653 
国 

諸 

2,688 

120 

保健・福祉・医療・教育等の関係機関と

連携を図りながら、不妊相談、多胎児家庭

育児支援、各種教室を実施する。 

１．母性保健事業     1,912 千円 

２．多胎児家庭育児支援事業費 

             2,741 千円 
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（単位：千円） 

平成 23 年度 平成 24 年度  

決算額 
左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

事業概要説明（平成 23 年度） 

13.産 後 う つ 

対 策 事 業 

6,369 
国 

県 

4,816 

1,366 
5,443 国 5,200 

出産後は、うつ病や産後精神病など女性

の生涯で最も精神障害をきたしやすい時

期である。このことは、母親の苦痛に留ま

らず愛着形成の障害や育児不安などのか

たちで、育児の障害や子どもの発達に与え

る影響も大きい。このことから新生児訪問

時に、産後うつスクリーニングを実施し、

支援が必要な母親及び家族に対して継続

訪問を実施する。 

14.健 康 教 育 

相 談 事 業 

1,982 
県 

諸 

349 

362 
1,722 

県 

諸 

587 

314 

市民の健康管理に資するため、心身の健

康に関する個別の相談に応じる健康相談

を実施する。また、健康増進に関する正し

い知識の普及を図り、「自らの健康は自ら

で守る」という自覚を高めるため、健康教

育や骨粗鬆症教育を実施する。 

１．健康教育相談事業費   1,418 千円 

２．骨粗鬆症予防教育事業費  304 千円 

15.基 本 健 康 

診 査 事 業 
2,989 県 1,748 3,809 県 2,338 

生活保護受給者を対象に特定健診・特定

保健指導に準じた健診内容を実施するこ

とにより、生活習慣病の早期発見・早期治

療に向け、適切な保健指導を行う。 

16.胃がん検診 

事 業 
9,094 使 1,283 9,983 使 1,446 

胃がんを早期に発見するために検診車

により市内を巡回し、検診を実施する。 

17.子宮頸がん 

検 診 事 業 
66,223 

国 

使 

諸 

14,212 

6,393 

6 

63,919 
国 

使 

12,359 

5,729 

子宮頸がんを早期に発見するために医

療機関に委託して実施する。 

平成 23 年度から県医師会と県内市町の

集合契約により実施する。 

18.乳がん検診 

事 業 36,159 
国 

使 

10,845 

3,491 
39,997 

国 

使 

12,014 

3,927 

乳がんを早期に発見するために、視触

診・マンモグラフィ併用法による乳がん検

診を個別検診・集団検診により実施する。 

19.大腸がん検診

事 業 
51,904 

国 

使 

5,010 

5,229 
51,990 

国

使 

6,238 

5,829 

大腸がんを早期に発見するために、医療

機関に委託して実施する。 

20.歯科保健推進

事 業 1,393 使 277 2,615 使 522 

 成人歯科保健対策として、歯周疾患検診

（35 歳・40 歳・45 歳）と妊婦歯科検診を

実施する。 

21.肝炎ウイルス

検 査 事 業 21,320 
県 

使 

8,252 

1,143 
12,185 

県 

使 

7,752 

1,363 

肝炎ウイルス検査は、40 歳到達者及び過

去に受診出来ていない者を対象に実施す

る。 

22.後期高齢者 

健康診査事業 
79,195 諸 66,128 79,671 諸 66,572 

滋賀県後期高齢者広域連合が行う後期

高齢者医療制度に係る被保険者に対して、

大津市が県後期高齢者医療広域連合より

委託を受け、健康診査を実施する。 

23.肺がん検診 

事 業 40,734 使 3,710 39,638 使 3,719 
肺がんを早期に発見するために、医療機

関に委託して実施する。 

24.各種健（検）

診事務事業 
5,722 

県 

諸 

542 

50 
7,812  － 健康増進事業の事務費 

25.すこやか相談

所運営事業 
11,733 

県

諸 

81 

568 
11,670 

県

諸 

85 

598 

 市民の健康管理を図るため、市民７ブロ

ックごとにすこやか相談所を設置し、市民

に対する保健・福祉サービスの向上を図

る。 

合 計 1,278,315 

国 

県 

使

諸 

108,277 

52,981 

46,543 

71,365 

1,336,493 

国 

県

使 

諸 

107,554 

89,138 

28,008 

72,143 

 

 


